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十
5
 

S八li)

雑

錄

主

教

の

研

究

they 
f
o
r
m

 

a

 

B1:ion. 

A
n
d

 

thus 

it w
a
s

 

that 

F
r
a
n
c
e

 

D.urst into 
Ii£r n

e
w

 

lile. 

H
e
r

 .ionsf 

Chrysalis 

st?.Q

ゥ 

wlicri 

p3.triotis

.B
c
i
u
n
cr
q
: 

3,

crout' .t !
10 

old 

cnoiis,rclbv 

w
a
s

 e
n
d
e
d
'
, a

一
 n

d
 the 
J
r̂+
o-
ys

t
o
o
d

n>rect 'anci. defiant. 

England, 

Italy, 

luyri

^ 1Spain, 

Russia； 

G
e
r
m
a
n
y

 

successively felt the i
m
p
a
c
t

 oi 

a
e
w

 vital 

force, 

a
n
d

 

responded 

with 

messages, 

Arst 

o
f sv

n
p
a
t
h
y

 

f

 

6
f 

l
u
s
t
,

 

i
l
l
y

 

Of hostility. 

T
h
u
s
,

、w
l . 

twenty,five years, w
u
r
o
p
e

 was. a
w
a
k
e
,

 

and, 

b
e
c
a
m
e

 

a 

c
a
m
p
,

 ot 

勻
良
渴 stions.

博
士
の
國
民
主
義
.に
對
す
る
說
明
は
此
二

節

に

槪

括

 

せ
、b
.れ
て
餘
1L
は
な
.い
。
夫
れ
か
ら
博
士
ば
日
本
の® 

K

rb
義
に
就
て
少
し
く
說
及
ぼ
し
て
居
る
か
ら
、
#
で 

乍
ら
左
に
其
れ
を
紹
介
す
る。

.

日
本
を
し
て
突
然
中
世
紀
•的
®:
'

家

か

ら

近

世

紀

的
 

國
家
に
改
造
せ
し
め
、
其
古
來
の
武
士
逍
の
力
を
® 

傷
ず
る
こ
と
な
く
し
て
、
歐
洲
文
明
の
精
粹
を
吸
收 

せ
し
め
た
の
は
、
純
乎
た
る
日
本
人
の
愛
國
的
精
神 

で
あ
る
。朝
鮮
か
ら
麗
西
亜
を
放
逐
し
、山
柬
省
か
ら 

f

を
驅
除
し
、
而
し
て
現
に
箪
»
品
を
鑛
西
»[
}
1に

第
.1三
號
.ハ-

六
.四

.

供
給
し
.て
聯
合
諸
國
を
忠
實
.に

援

助

：し
：
つ

、

あ

る

，
の
； 

':
も
、
畢
竟
痛
切
な
.る
國
民
的
名
眷
の
«
念
か
ら
1?
あ 

'

る
。
然
も
年
世
紀
に
.足
ら
ざ
.る
前
ま
で
弓
矢
を
以
.て 

戰
ひ
、
假
面
を
蒙
^S

て
撤
を
嚇
せ
し
人
民
に
ょ
つ
て 

此
の
如
き
偉
業
は
遂
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
Z
は
實 

| 

.
 

k
 I#

:

の
傳
奇
小
®

で
あ
る
。
而
か
も
其
傅
奇
小
說 

.

の
眞
雠
は
、
國
民
的
生
：活
の
有
ゆ
る
崇
高
な
る
部
分 

の
if
現
と
し
て
天
皇
に
對
ず
る
忠
_

と
相
.待
つ
て
、
 

日
本
人
の
上
下
を
1
«
す
る
强
き
愛
國
心
で
あ
る
。

,

日
本
は
實
に
恐
ろ
し
い
贫
乏
國
で
.あ
る
。.
然
し3

本 

.人
に
はr

戰
は
ん
に
も
國
を
有
た
な
い」

と
の
哀
聲
は 

殆
r
夢
想
だ
も
：せ
ら
れ
な
い
所
で
あ
.る
。
.

'
 

博
士
は
尙
同
章
に
於
て
瑶
國
主
義
'の
起
原
か
£
、
典 

れ
が
一
.
八
六
0
年
普
©
士
王
.ゥ
ィ
ル
ァ
ム
ー
世
に
依
て 

復
興
せ
ら
れ
、
瑰
今
の
ヵ
'4-
:
:
ゼ

ル

に

及

ん

だ

次

第

を

說
 

明

し V
 
居
：る
。
第

九*
.Nationalism 

since 

I
8-P
Q
5
 

b
a
 

第

十

講Jnternatioslism:

は
縮
«
締

翁

切

迪

し

.て
阁
讀

す

る

こ

と
.
.も

あ

ら

ぅ
Q

麥嚷娜勸^ 好? ^ 砂柳^ :严机” ^ ^ ^

W 1
Um\

荚

國

社

會

運

動

史
(:
就

て

(

一m
)

'

前
號
に
於
て
余P
近
代
英
阐
社
會
述
励
發
展
の
榀
め
て
大
略4.
描
;<

と
同
時LL

之
!:
蘭
す
る
#.
考
帶
十
數
^

#
け
、
其
屮
の
ー
た
る
シ
ド 

ニ 
ィ
乂 

'ッ
ブ
の
近
業 T

o
w
a
r
d
s

 

social D
e
m
o
c
a
c
y
?

 

S
I
6

 

の
要

旨
4>
本
號
に
於
て
紹
介
す
可
さ
耶̂>
約
し
た
リ
今
之
^
な
す
雖
龙
の 

免
し

I

八
四
八
年
べ
ロ
 

ン
ネ
ッ
ト
。
ト

ムソ
ン
な
る
人
ラ 

ン
力
シ
ャ
ァ
の
ボ

ダ
ト
ン
TI
-
J街
上
の
所
見
を
筆
に
寫
し 

其
住
民
が
如
何
に
贫
賤
困
窮
の
淵
に
沈
淪
し
て
而
か
も 

全
ぐ
*
發
心
な
く
手
を
己
れ
に
加
ふ
る
も
の
は
實
に
上 

帝
に
し
て
地
主
に
は
#
ず

と

觀

念

す

る

も

の

、
如
く
手 

を
拱
し
て
運
命
に
甘
じ
つ
、
ぁ
な
か
'の
狀
を
描
け
り
0 

今
之
を
取
^v

V

今
0
の%

 V

ト
ン
市
说
.と
比
較
1せ
ょ
。
 

固
ょ
-

C
y

一
ー
十
-[
«
紀
0
ー
ボ
ル
.

—

ン
に
於
て
も
貧
窮
者
全
く

飨

十

一

饴(

三
八
三)

雜

.

錄

籠
社
盡
呦
史
に
就
て

之
な
し
と
云
4
可
ら
ず
、
而
か
も
少
く
も
全
體
と
し
て 

之
.を
見
れ
ば
，此
市
往
民
は
繁
榮
を
樂
し
み
健
康
に
し{
 

知
力
に
當
み
，
充
分
の.休G

I

を
取
り
自
主
自
恃Q

念 

lr
E

®

*

bと
評
す
る
事
を
得
可
し
。
之
れ
實R

一
 

大
變 

一
化
な
b
。
此
大
變
化
は
抑
も
何
に
由
て
生
じ
た
る
か
一 

言
の
說
明
な
き
能
は
ざ.る
な
り
。
或
は
之
が
旅
阁
を
自 

然
科
學
の
發
達
に
求
め
ん
と
す
る
も
の
あ
れ
ど
も
當
ら 

ず
、.
何
と
な
れ
ば
ト
ムソ
ン
が
ボ
ル
ト
ン
住
民
の
窮
狀 

を
描
沁
代
先
だ
.
0五
十
年
以
來
向
然
科
學
上
の
發
見
發 

明
は
旣
に
盛
に
行
は
れ
つ
ゝ
あ
卜
し
を
以
て
な
り
。

ス 

チ
：
ユ'
ァ
ァ
ト
.。
、、、y
が
：凡
て
の
自
然
科
學
上
の
發
見
機 

槭
の
發
明
は
毫
末
も
勞
働
者
階
級
の
苦
痛
を
輕
ぅ
す
る 

j 

な
か
り
き
今
後
A
J
»も
亦
同
樣
な
ら
ん
と
云
へ
る
は 

_

吾
人
の
同
意
を
禁
じ
麵
き
所
な
科
學
上
の
發
見
機 

械
の
發
明
は
其
_
身
に
於
て
は
少
し
も
勞
働
時
間
を
顧 

縮
す
る
の
力
な
ぐ
亦
少
し
も
赁
餅
を
引
上
ぐ
る
の
效
な 

し
。
所

詮1

八

四

一

一

年

の

ボ

ザ

ン
：紡
績
職
工
を
化
し 

て
二
十
世
紀
の
、ボ
ル
ト
ン
紡
錯
職
エ
た
ら
し
め
た
る
も

第

議

'
' 

六
：五



第
十
一
卷(

三
八
S

雑

錄
英
國
社
會
連
泐
史
に
就
弋

の
は
機
械
學
物
理
學
化
學
生
物
學
上
の
發
見
に
は
非
ず 

し
て
實
に
社
會
現
象
に
干
す
る
命
識
と
は
心£>
と
の
進
步 

せ
し
、事
是
な
6
。
即
ち
社
會
法
則
に
關
す
る
吾
人
の
知 

識
.が
增
し
、
從
1:
大
に
社
會
現
象
を
左
右
す
る
の
術
を 

解
す
る
に
至
り
し
と
是
なb
。
而
し
て
其
結
果
は
市
營 

事
業
工
場
法
職
工
組
合
運
動
保
棘
並
に
敎
育
救
貧
法
老 

潜
病
者
孤
!a
に
對
す
る
公
共
扶
助
等
の
形
を
取
り

v

現 

は
る
。

«

mに
社
會
主
*
ヾ
し
»
せ
ら
る
、
も
の
切
ち
是 

な
り
。
而
しV

是
等
の
社
會
運
動
は
自
然
科
學
者
，が
實 

驗
室
に
於
て
研
究
に
沒
頭
し
つ
ぐ
ぁ
る
不
知
不
識
の
間 

R
着
々
ヾ」

し

て
人
間
砒
會
の
龃
織
其«
を
改
.造
，し

つ
y 

あ
ら
^
る
な
h
o

社
會
組
織
の
改
造
は
. «
る
多
岐
に
一
旦
れ
ざ
も
其
の
第 

一
ビ
し
て
普
通
に「

都
市
祉
會
主
義」

を
以
て
呼
ば
る 

、
市
營
W
業
の
發
達
を
擧
ぐ
.る
£
を
得
可
し
。
而
し
て 

都
市
社
會
主
義
の
爲
め
に
$
礎
を
與
へ
た
る
も
の
は
英 

國
地
方
自
治
體
組
織
の
變
遞
な6
-0
此
養
遷
は
經
濟
上 

の
見
池
X
り
之
を
觀
察
す
れ
ば
自
治
體
の
組
織
の
始
め

第
三
：號
.

.
六
六
：

生
產
潘
の
結
合
た
ぅ
し
も
の
を
漸
次
に
改
め
て
泔«
* 

の
結
合
ビ
化
せ
し
め
た
る
に
あ
り
。
昔
の
地
方
湖
體
は 

或
は
ギ

\ド
に
せ
ょ
又
或
は
脏
園
に
せ
ょ
、
何
れ
も
生 

產
洛
の
&
合
ょ
り
成
る

.*0
な

b、
與
ち
ギ
ル
ド

.は. ̂

,工
業
者
又
は
商
人
の
團
結
た
り
、
莊
園
は
又
農
業
小
作 

j

人
の
圓
結
た

&。
.而じV

生
産
者
の
團
結
に
必
ず
免
れ 

雛
き
は
其
獨
占
的
排
他
的
性
質
を
帶
ぶ
る
乙

VJ

に
し
て 

生
産
者
の
園
結
は
其
性
質
上
一
地
方
の
住
民
全
部
を
包 

I

含
す

'る乙
と
徜
は
ず
フ
勢
ひ
同
じ
職
業
^
扇
せ
ざ
る
他 

I

の
一
般
住
尻
に
對
し
て
特
殊
の
利
«
特
權
を
主
張
す
る 

に
亟
る
こ
ぞ

•避
く
可
ら
ず
。
之
に
反
し
て
今
日
の
市
町 

衬
は
全
く
其
組
織
の
根
底
を
異
に
し
或

一

市
の
市
.民
は 

其
地
域
內
に
於
け
る
住
民
の
全
部
ょ
り
成0
、
其
職
業 

一
の
如
何
、
即
ち
生
産
者
ビ
し
て
の
資
格
如
何
は1!
は
る 

>事
な
し
。
而
し
て
布
民
は
其
代
表
*
を
選
擧
す
る
事 

に
依
で
其
市
政
を
左
右
し
、
自
ら
定
む
る
所
の
原
則
に 

基
きV
費
用
を
負
檐
：じ
以
て
其
道
路
撟
渠
公
園
を
使
用 

し

或

は

又

飲

料

.水

1*

«r
電
燈
電
車
の
供
給
を
受
く
 

Mち

:ド： .

lh ■■ 窄

之
れ
一
個
の
涫
费
潘
の
剛
結
の
外
な
ら
ず
。

一
.八
三
五 

年
の
ホ
㈣
の
意
義
は
古
き
注
齑
潘
結
合
以
旅
則
に
.代
ふ 

る
に
新
し
き
消
费
潘
固
結
の
原
則
を
以
て
し
た
る
點
に 

存
す
る
な
り
。
而
し
て
此
の
如
き
改
革
を
基
礎

VJ

し
て 

今
日
市
營
事
業
の
a
類
ビ
範
圍
の
擴
張
は
.殆
ざ
際
限
を 

知

ら

ざ

ら

ん

と

す

、
即
ち
逍
路
の
修
築
點
燈
並
に
掃 

除
ヽ
下
水
の
m
ff
i
?、
防
水
防
火
機
關
の̂

僻
、
水
、
住 

电
ヽ
平
乳
或
は
進
ん
で
食
物
め
供
給
、
燈
火
"
交
通
機 

關
の
供
給
ヽ
學
校
ヽ
圖
書
館
、
肅
廍
、
博
物
館
等
の
敎
育
機 

關
說
®
、
勞
働
市
場
の
紕
織
.、
孤
兒
病
潜
不
具
渚
老
年 

*.
の
保
織
藜
育
、
失
職
、
渖
倖
に
基
づ
く
困
厄
办
豫
防 

救
.濟
の
如
&
は
實
に
都
市
の
任
務y

し
す
る
所
の 

一
®
を 

數
へ
た
る
の
み
。
.今
日
英
國
に
於
て
都
市
の
經
營
下
に 

あ
る
資
本
總
额
十
億
磅
、
即
ち
全
人r:
II

人

當

.
二

十

ニ 

磙
に
相
常
す
S
云
ふ
。
而
し
て
如
上
宵
般
の
.勤
務
を
供 

_

る
U
當
り
其
消
费
者
没
る
市
民
ビ
消
费
者
の
組
合 

た
る
都
市
ミ
の
關
係
に
茧
て
は

〕

な
ら
ず
。
或
は
»
勞 

の
消
戮
又
は
使
川
の
腿
制
せ
ら
る
、
こ
ビ
あ
り
、
任
意

な
谷
乙

ミ
あ
り
。
或
場
合
に
は
勸
勞
の
供
給
に
對
し
其
' 

分
量
に
應
じ
て
消
费
者
ょ
り
锻
用
の
全
部
又
は
一
部
を 

支
挪
は
し
む
る
，乙v

.'
c

S

斯
、
電
氣
0

供
^

に
於
け
る
-力 

如
き
こV

J

あ
ぅ
。
又
费
用
に
ば
關
係
な
く
 

j

般
的
に
定 

め
ら
れ
た
る
料
率
に
從
ひ
料
金
を
支
挪
ば
し
む
る
乙

ビ 

遨
路
、
線
蕖
、
渡
船
、
市
街
鐵
，道
の
料
金
に
於
け
る
が 

如
き
‘

あ
り
。
觅
に
或
は
水
遨
稅
の
如
く
勸
務
に
對
し
て 

支
拂
を
喪
求
す
る
も
其
料
额
は
供
給
麗
に
關
係
な
く
消 

#

考
又
ば
使
用
渚
の
資
力
を
標
準S

し
V

E

め
ら
る
、 

乙
ビ
，あ
b

o

然
れ
ざ
も
最
も
普
通 
'の
場
合
に
於
て
勸
務 

は
純
然
れ
る
共
產
主
義
的
旅
則
に
基き
て

供
給
せ
ら 

る
。
即
ち
勸
務.
の
供
給
は
無
償
に
て
行
は
れ
"
其
数
用 

は
別
に
•課
，桃
其
他
の
方
法
に
依
て
徵
收
せ
ら
る
、
也
。 

等
し
く
消
费
者
の
結.
合
た
る
點
に
於
て
都
市
ヾ
し
性
«
を 

同
ふ
す
る
も
の
を
消
费
組
合
と
な
す
。
たC
彼
れ
に
あ 

り
て
は
一
定
地
域
內
の
住
民
は
其
加
入
を
强
制
せ
ら
る 

、
に
反
し
之
は
任
意
强
制
：の
組
合
員
を
以
て
M

織
せ 

ら
る
■、
の
相
違
為
る
の
み
。
梢®

組
合
の
a

源
は
一
八

傅
午I

卷

3

K

S
雜

錄
英
國
社
贫
述
軸
史
に
就
て

第3
號

六
七

f 

.
'
J
.
j
J
X
V

l̂
r̂
-̂
v
n "

;y
--
^
名
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I:
'海
^
^

I;



笫
十
ー
、饴

Q
i
A六)

雜

•錄
英
國
社
贷
運
勒
办|-
.就
，て 

四
四
年
ロ
チ
デ
エ
ル
に
-M
rc
甘
八
人
の
織
#
エ
が
自
豸 

日
用
品
の
：供
給
をi

ヒ
し
てI

小
銳
合
を
起
乙
し
た 

る
#

^
あ

り
.°
.而
し
：て
當
^

^
忙
：流
行
せ
.じ
生
產
者
.の 

組
合
と
此
消
费
潘
の
、

一

小
組
合
'く
が
如
何
H

m
本
..の
原
'
 

則
を
.異
化
し
、.而
し
て
此
新
原
則
の
«
見
が
如
何
に
重 

大
な
る
意
義
を
有
す
る
か
を

「

ロ
.チ
デ
エ\

が
先
*-」

は
_
ら
了
解
す
.るV > yj.

な
か
h

y

p

o

今
日
英
國
に
於
で 

消
费
粗
合
の
數
は
千
五
西̂

達
し
、
之
に
加
入
せ
.る
組 

合
員1

一
西
七
十
五
萬
、
而
し

V

其
の
營
む
業
務
の
範
圓 

は
酒
精
飲
料
の
供
給
を
除
ぐ
の
外
、
農
工
業
ょb
交
a 

龈
行
業
に
至
る
ま
で
殆
ざ
及
ば
ざ
る
所
な
く
、
其
五
千 

五
宵
與
破
の
資
本
を
以
て—.
ギ
I-
H
J広
#
む

取
!̂

高

一

億
 

1

ー
千
离
磅
を
超
過
す
ビ
云
ふ
。
特R'
注
意
す
可
き
は
此
し 

成
織
が
何
等
營
利
心
，の
刺
戟
.

(

普
通
業
務
の
成
功
に
は 

缺
く
可
ら
ざ
る
も
の
と
想
像
せ
ら
るy)

を
俟
つ
'事
な 

ぐ
し
て
皐
•げ
ら
れ
た
る
の
 

一
■
ゑ
な
り
。
事
*
市
«
と 

消
费
組
令
の1

一
運
動
は
互
に
栩
抉
け
相
補
充
し
てS

.

相
侵
し
相
重
.祓
す
る
事
な
し
、

即
ち
都
市
に
依
て
代

®
歲

. 

' 

丄
ハ
八

.表
せ
ら
るA

强
制
的
消
费
者
f

は
輿
ら
無
fi
t
的
勤
務
，
 

及
び
水
ヽ
燈
火
，
交
通
機
關
，.任
宅
0
如
き
主
.耍
な
：る 

生
活
必
要
品
の
供
給
に
當6
、
食
物
、：

衣
服
？
.家
具
等 

凡
西
.の
田
用
品
は
住
意
：的
消f

伶
に
依
て
製
造
分
® 

せ
ら
る
、.を
常
と
し
、
雨
潘
相
合
し
て
一
年
こ
億
磅
.の 

貨
物
並
に
勸
勞
を
資
本
主
義
的
生
產
に

：

依
ら
ず
し
て
供 

給
し
つ
y

め
り
。
消
费
組
合
運
動
は
當
初
ょb
尊
ら
勞 

働
考
階
級
の
運
..動
？
し
て
發
達
し
來6
.し
が
V
，其
の
勞 

働
考
階
級
に
對
す
る
貢
献
は
物
質
的
方
面
に
於
て
も/]
> 

な
ら
ざ
れ
ど
ぁ
精
神
的
方
面
に
於
て
は
页
に_大
な
0o

 

即
ち
勞
働
考
は
消
«
組
合
の
.經
營
に
：參
與
す
る乙
ビ
に 

依
て
公
典
事
務
を
處
理
す
る
の
方
を
學
び
音
必
要
な 

る
訓
練
を
受
け
得
れ
る乙
^

し
決
し
て
»
少
に
#
ざ
る
な

K
v
-
O

紙
合
運
動
は
分
配
に
成
功
し
て
生
産R
失
敗
せ
り
ヾ
し 

云
ふ
も
の
あ
5
*0
然
れ
ど
も
此
言
は
精
確
な
ら
ず
失
敗 

に
終
れ
る
は
消
費
組
合
の
生
產
經
營
に
非
ず
し
て
、
全 

然
反
對
，の
原
則
に
蒎
づ
き
；で
組
織
せ
ら
る
、
所
«
生
產

輕 礙 恐 雜 德 滋 猫 泛 碑 猫 ^^ 5 俄?^、，
『ぃ’ -
[ . 、 : '
m • ； .. •'.■■■； -. 、
i-f ̂

紐
合
な
6
。
生
產
組
合
は
勞
働
洛
の
零
細
な
る
資
金
を 

糾
合
し
て
組
合
を
作b
勞
働
教
ま
ら
を
し
て
資
本
家
た 

ら
し
む
る
乙
と
に
依
て
贤®
制
度
を
廢
北
せ
ん
乙VJ

を 

21

的
と
す
る
も
の
な
れ
ざ
も
、«
驗
rc
徵
す
れ
ば
*

« 

の
企
業
に
於
て
は
a
常
，充
分
な
る
資
本
雛
集
の
困
雛"
 

適
常
な
る
支
配
人
を
得
る
の
闽
麵
及
び
作
業
上
の
規
律 

を
維
持
す
る
の
困
麵
ぁ6
.、
競
帮
上
普
澉
企
業
に
對
抗 

す
る
こ
>
/し
能
は
ざ
る
を
常
，/し
す
。

市
營S

業
及
び
消
#
組
合
め
發
達
R
依
6
.て
社
會
紐 

織
の
基
礎
が
生
鹿
满
よ
：り
消
费
漭
に
移
さ
る
、

一
方
に 

消
锻
潘
の
利
害
は
又
政
治
を
左
右
し
た
り
。
即
ち
ギ
火 

ド
徒
弟
制
度
の
廢
止
に
せ
よ
、
或
は
關
稅
.の
掀
廢
に
せ 

よ
凡
て
交
易
の
自
曲
の
爲
め
の
運
動
は
何
れ
も̂
自
曲 

競
银
に
依
.て
低
廉
な
る
貨
物
の
供
給
を
受
け
ん

ビ

欲
す 

る
■消
费
考
の
興
求
，に
0

て
後
拨
せ
ら
れ
た
り
。
十
九
世 

紀
初
年
に
於
け
る
英
國
製
造
業
考
は
其
製
造
業
者
ビ
し 

.て

.の

.立
場
よ
b
も
^
nfL
I
質
#
を
要
求
し
^
る
や
も
免
れ 

ず
V
J
»も
ビ
イ
ル
及
ぴ
グ
ラ
ツ
ド
ス
ト
ン
を
し
て
、
遂

に
自
_
貿
易
を
實
行
せ
し
め
た
る
も
の
は*
に
消
费
* 

の
强
S
要
求
な
6

&
。
然
れV」

も
此
の
消
费
潘
の
低
廉 

要
求
に
基
づ
く
自
由
競
爭
主
義
の
弊
寄
は
漸
く
人
の
注 

21

す
.る
所
'

VJ.

な
れ
ぅ
。
產
業
^
命
の̂

果
ヒ
し
て
一
方 

j

に
於
て
は
工
業
經
營
の
規
模
漸
く
大
を
加
へ
、
他
方
に 

\

於
て
、
漸
く
土
地
®
本
ビ
絕
緣
し
て
賃
銀
の
み
に
衣
食 

|

す
る
勞
働
者
の
.全
人
ロ
に
對
す
る
割
合
は
日
に
日
に
增 

加
し
つ
、
あ

り(

先
猶
工
業
國
に
於
て
は
其
割
合
三
分 

一，ー_乃
.室
五
•分
.の
®
に
及
ぶ)

過
去
七
十
五
年
問
に
於
け 

る
社
龠
運
動
は
.此
事
實
が
漸
ぐ
世
上
に
認
識
せ
ら
れ
た 

る
時
よ
り
始
ま
.る
。
低
廉
を
旨
マj

す
る
自*

S

競
^
主
義 

|

を
賃
銀
勞
働
者
は
喜
ぶ
可
き
现
由
を
有
せ
ず
。

一
八
四 

| 

ニ
年
當
時
の
ラy

ヵ
シ
ャ
ァ
炭
坑
夫
に
取
り
て@
11
1
競 

帮
あ
る
が
^
め
に
衣
服
を
低
*
に
買
a

#
る
と
は
、
若 

し
そ
の
同
じ
自
*
競
€-
あ
る
1が
爲
め
.に
不
健
康
な
る
坑 

內
に
於
て
長
|1
#

_
の
勞
^
に
服
し
僅
少
の
M

m
に
甘
せ 

ざ
る
可
ら
ず
と
す
れ
ば
決
し
て
歡
迎
す
可
ら
ず
。
又
當 

.

.

時
：®
.
:
.
ボ
ル
.ト
ン
；木
棉
紡
績
戈
は
農
競
爭
あ
る
が
爲
め
：

第
.三
號
、
：

^
九

笫
十
.

〗

港

(

三
八
.七)

雜

錄
：
,英
_
社
^
1泐
史
1
1就
て



笫
十
ー
卷(

三
八
八)

雜 

'

錄
-

英
國
社
會
逑
動it
l
l
l就
て

に
、低
廉
な
る

石
炭
の
供
鈴
を
受
け
得
た
ぅ

VJ

す
る
も
、 

他
方
に
於
てS

山
競
帮
は
彼
S
身
並
，に
其
妻
及
び
兒 

女
を
驅
り
て
工
場
に
走
ら
し
め
一
日
士
ー
時
間
乃
¥
;
十 

五
晞
間
の
勞
働
に
服
せ
し
め
た
り
と
す
れ
ば
決
し
て
之 

に
對
し
て
感
謝
す
可
き
理
由
を
有
せ
ざ
る
可
し
。
而 

か
も
十
九
世
紀
前
半
の
自tt
l
贸
易
經
濟
學
者
は
競
帮
に
一.
 

對
す
る
東
綁
障
«
を
除
去
す
る
に
忙
し
く
し
て
未
た* 

主
勞
働
者
|[
1
]の
自
_
契
約
の
爲
め
に
生
ず6-
弊
害
を
顧 

み
る
に
遑
な
く
、
*
主V」

個
々
勞
働
者
ビ
，の
協
定
を
自 

_
に
放
任
す
る
時
は
雨
渚
の
力
相
等
し
か
ら
ざ
る
が
爲 

め
必
ず
勞
働
港
の
虐
使
を
招
き
國
民
の
勞
働
力
を
涸
渴 

せ
し
む
る
に
終
る
可
き
辦
に
思
及
ば
ざ
り
き
。

マ
カ
ロ 

ク
、

シ
ニ
ヨ
ダ
、

コ
ブ
デ
ン
、
ブ
ラ
ィ
ト
の
徒
は
其
自
' j

由
賀
易
の
見
地
ょ
6
政
府
が
特
殊
の
産
業
に
人
爲
的
保

\ 

譲
を
與
ふ
る
の
弊
害V
J痛
論
し
た
れ
ど
も
雁
主
を
し
て.

> 

恣
に
勞
働
：を
虐
使
せ
し
め
、
爲
め
に
國
^
の
健
康
を
铄 

し
て
救
贫
法
の
救
1|
/
;を
^
ぐ
«
の

數

を

增̂|
せ

し

む

る 

昽
は
結
果
に
於
て
特
殊
產
業
に
補
助
命
を
交
附
す
る

VJ

第
三
號 

七
〇

毫
も
興
な
る
所
な
し
。
左
れ
ば
膽
主
の
爯
谰
に
拘
來
を 

加
ふ
る
は
R
主
々
義
必
然
の
製
求
な
る
の
み
な
ら
ず
、 

又
：實
に
眞
の
自
曲
貿
易
運
動
の.j

プ
ロ
ダ
ラ
ム
を
.爲 

す
可
き
I
の
な
^
V
Oさ
れ
ば
ァ
ァ
ガ
ィ
ダ
公
は
記
し
て 

日
く
、

「

此
時
代
に
於
て
行
政
學
上
の
ニ
大
發
見
なさ
れ 

f

l

一
は
自
爾
贸
易
の
大
利
益
、
.他
は
勞
働
に
制
隈 

を
如
.ふ
る
の
«

§
的
必
要
是
4
り
。.

：

：

さ

れ
«'
エ

媒 

法
は
.異
i
rT
I
の
場
合
に
處
す
る
例
外
マ

」

し
て
前
す
可
き
も
.
 

の
に
非
ず
し
て
自
自
員
易
の
旅
則
ヾ

」

等
し
く
立
法
の
大 

本
則V」

し
て
承
認
す
#
き
も
の 
'な
ぅ
。
IM
し
て
自
ri
l
贸 

易の搌則ど等しく益々

の範

11
の
櫥
張
さ
る 

可
き
述
命
を
有
す
る
も
の
なb」

V」
。

ー
八
〇
ニ
年
、
同
十
九
年
、
二
十
五
年
、
及
び
三
十 

三
年
の
エ
場
法
及
ひ
一
八
四
ニ
年
の
鑛
業
條
例
に
始
ま 

る
勞
働
者
保
護
法
は
初
め
實
際
の
必
耍
に
應
じ
て
最

も 

願
.著
な
る
弊
害
を
矯
疋
し
、
自
ら
保«
す
る
_
能
：は
ざ 

る
特
殊
の
勞
働
者
に
法
雜
上
の
保
纖
を
加
ふ
る
の0
的 

を
以
て
制
定
せ
ら
れ
し
が
此
法
#
の
保
權
は
漸
次
に
其

. ■ ■； ノ ，

_ ハ..':'.:, ：：> へ.， -
ipいづ/:'::. ■
I靡 び .:.'::..' • ' .

較深殺赞逆松^ ^ ^ ^ ^ 將 袋 砰 神 娜 卿 平 炉 卿 r

範
剧
を
搬
張
し
一
八
四
ニ
年
の
鑛
業
條
例
以
後
$
に
數 

次
の
立
法
は
炎
厄
に
對
す
る
勞
働
潘
保®
の
程
度
を
進
、 

め
、
貨
錁
支
挪
の
方
法
に
制
限
を
設
け
て
勞
働
潘
の
欺 

_
に
陷
る
辦
を
防
ぎ
、
又
女
子
、
小
兒
の
み
な
ら
ず1£ 

に
進
ん
で
成
年
勞
働
考
の
勞
働
時
間
に
も
制
限
を
加
•ふ 

る
に
至
れ
り
。
同
欉
の
保®
は
船
舶
乘
組
員
^
並
に
一
.
 

八
八
九
年
及
び
一
八
九
三
年
の
鐵
遨
谧
眢
法
に
侬
て
鐵 

逍
從
槳
員
に
も
及
ぼ
さ
れ
、E
に
相
次
で
■
定
せ
ら
れ 

た
る
_
1
|
®
、

H

場
及
び
作
業
場
法
及
店
鋪
時
間
法
に 

依
て
今
：

=

女
子
及
び
少
年
を
遍
傭
す
る
殆
ど
凡
ベ
て
の 

製
造
エ
槳
並
び
に
小
賣®

傭
は
法
#
の
制
限
監
督
を
受 

く
る
に
至
れ
り

然
れ
ざ
もH

3

法
の
擴
張
がI

般
世
問
の
承
認
を
以 

て

迎

へ

ら

る
>

に
至
b
し
は
比
軟
的
近
年
の
事
に
！
！
し 

十
九
世
紀
前
半
に
於
て
は
*
主
と
勞
働
潘
即
の
取
別
は 

策
三
^
の
介
入
を
容
さ
ず
ビ
の
思
想
所
謂
識
济
階
級
の 

M
腦
を
支
配
し
た
ぅ
し
を
以
て
勞
働
济
は
法
徘
の
助
け_
 

を
微
ら
す
、
任
意
の
削
結
を
紕
織
し
以
て
自
ら
保
譏
せ
、 ん

と
努
む
る
に
至
れ
り
。
而
し
て
都
市
社
會
主
義
ミ
消 

费
組
合
ミ
が
相
補
a

"
相
抉
け
て
發
達
し
.來
れ
る
が
如 

く
、
勞
働
者
の
任
意
随
結
も
亦
工
場
ビ
相
呼
應
し
相
策 

#
じ
つ
>
發
達
し
以
て
观
主
專
制
の
.範
鹿
を
漱
次
限
局 

し
來
れ
ぅ
。

H
.

場
法
が
先
、、つ
工
場
の
衞
生
課
備
、
危
險
の 

像
防
小
組
の
勞
働
時
間
に
就
て
干
渉
を
誠
み/a
る
に
對 

し
て
職
工
紙
合
は
先
づ
赁
銀
標
準
率
、
賃
銀
支
拂
の
方 

法
及
標
準
勞
働
時
叫.の
協
定
_を
以
て
始
め
、
同
盟
罷
エ 

を
以
て
最
朽
實
行
を
灌
主
に
迫
れ
り
。
職H

M
合
が
フ 

ラ
ン
シ
ス
。
ブ
レー

ス(

一
七
七 

一
I

一
 

八
五
四)

及
び 

ジ
.ョ.
セ

フ
0
ヒ
.
ユ
^

_

ム_ (

一
 
.七
七
七
—

一.八
士
3)

の
1 '
ブ 

に
依
り
如
何
に
し
て
一
八
ニ
四
年
及
び
ニ
五
年
兩
度
の 

法
律
に
依
て
始
め
て#
!f
を
興
へ
ら
れ
、
*i
t
l何
：

2

し
て 

1

八
三
〇
年
代
に
於
て
口
 
,

ァ
ト
。
ォ
35
.
ン
の
運
®;
に 

怩

へ

ら

れ

、
又

如

柯

に

し

て

一

八

四

ニ

、
四

八

尔

の

||
;
|
に 

於

て

歉

の

運

動

に

捲
$
込
ま
れ
ん
ミ
し
た
る
か
、 

如
何
に
し
て
一
八
四
六
"
五
一
年
の
交
に
於
て
兆
方
釗 

を
改
め
堅
實
な
る
M
ic
的
基
礎
の
上
虹
^
濟
斜
八
-
と

し

笫

十
ー

盤(

三
八
九) 

' 

雜錄英阐社會述泐史

1'
-就て

第一

霞

.

七

1

i

i

K



想
1

卷

Q
一
九
〇)

雜

錄

英
闕
社
I

動
史LL

就
て

て
の
發
逡
の
端
を
關
き
、
如
何
に
し
て.

f.

八

七f

年
及 

七
五
今
の
雨
度
議
會
に
依
て
其
地
位
を
承
認
せ
ら
れ
し 

か
如
何
に
し
て
一
度̂

#
ネ
活
潑
R '
陷
り
し
運
動
が
勞 

働
者
問
に
於
け
る
階
級
的
擧
醜
の
結
粜
十
九
世
紀
末
に 

至
り
て
復
活
し
た
6
し
か
、
如
何
に
し
てJ

九
〇
三
年 

上
院
が
タ
ッ
フ
ゴ
ー
ル
判
決
に
於
て
職
丁
；組
合
役
員
の

| 

不
法
行
爲
に
對
し
飢
合
は
其
基
金
を
以
て
损
窖賠

償

を

j 

な
す
の
責
ぁ
る
も
の
ビ
の
新
剑
例
を
開
き
し
か
、
而

し

|

て
其
結
果
ビ
し
て
職:1
:
組
合
が
如
何
に
其
全
カ
を'「

勞 

働
黨」

に
集
中
し
、
以
て
議
會
を
し
て.組
合
*
金
の
不
可 

fe
を
定
め
た
る
l
r法
#(

j

九
〇
六
年)
を
通
過
せ
し| 

め
た
る
か
。
是
等
の
點
に
就
て
今
苒
び
職
工
組
合
史
を
一 

繰
6

返
す
の
耍
な
し
、
吾
人
は
た
>
ニ
十-1
1
1
'紀
初
頭
に 

於

て

合

衆

王

國

•
の

職

エ

紕

.合
は
組
合
属
11

W
ニ
十
五
海 

を
數
へ
、
其
年
收
入
總
额
三
西
萬
礆
を
超
へ
、
基
金
總
額 

六
1-
|
旖
磅
に
達
し
た
る
の
事
實
を
記
錄
し
、

.

且
つ
棉
郝 

績
、
棉
織
物
、
炭
坑
、
造
船
の
如
き
代
表
的
大
工
業
_に 

於
て
は
龃
合
に
加
入
せ
ざ
る
職
工
殆
ど
絕
無
な
る
の
一

_

■

•■
;
'
-七
.ニ 

-

事
を
*
ぐ
る
を
以
て
滿
兄
す
可
し
。

.
十

九

世

紀

末

弗

に

近

づ

ぐ

に

及

び

丁

ー

 
場

立

.
法

及

び

職
 

エ
飢
合
連
動
は
糜
&
家
の
特
筆
大
書
す
可
きj

新
發
跋 

を
遂
げ
：た
卜
。
人
は‘漸
ぐH

場
法
並
に
職
エ
組
合
は
眾 

i

^
本
の
.1-
fi
R.
#
し
て
弱
^
を
保
亂
す
と
云
ふ
に
![
; 

ま
ら
す
し
て
某
根
底5E
に
深
き
處
に
存
ず
る
も
の
あ
る 

を
感
ず
る
に
至
れ
6
。

即

ち

勞

働

者

の

®!
弱

賢

愚

如

何
 

に
狗
ら
ず
、
It
會
は
其
自
ら
の
生
存
寧
祖
の
^

め
に 

斷
じ
で
侵
犯
を
許
さ
e
る
一
定
條
件
を
各
人
^
向
て
规 

甘
ざ
る
可
ら
ずVJ

云
ふ
に
あ
.

OV。

ァ
ス
ク
'牛
ス
は
B
ぐ 

「

凡
て
の
社
會
は
其
各
員
に
向
て
課
す
る.逍
德
的
並
R 

物
質
的
最
低
限
如
何
に
由
て
或
は
生
存
し
或
は
亡
減
ず 

1
.
0
»
,
の
资
く
し
.て
 

S
^
S
H
H^
K-
w J
sl
小
限
の
觀
念
は
* 

く
世
人
に
承
認
せ
ら
る
、
に
茧
れ
り
。

j

定
紙
件
の
遵 

守
は
耻
會
の
健
康
の
爲
め
に.缺
ぐ
可
ら
ず
、
故
に
國
象 

は
之
を
社
會
各
員
に
向
て
强
制
す
と
之
れ
其
の
中
心
思 

想
.な
6

o
斯
の
如
く
に
し
て
國
家
は
健
康
の
國
民
的
最 

小
限
を
强
制
し
、
敎
育
の
國
民
的
最
小
限
を
强W
し
又

磁 ^^^^^?薇 碑  13筑拉節路赞只? 田， 抑1 ぬ挪m

W1
暇
の
國
K
的
最
小
限
を
强
制
す
。
岡
暇0 .
最
低
限
は 

最
初
#
區
の
徒
弟
に
次
で
繊
維
工
業
に
傭
は
る
、
小
兒 

及
女
子
に
對
し
て
强
制
せ
ら
れ
、
次
で
他
の
工
業
技
及 

び
し
が
一
九
〇
八
年
以
來
炭
坑
內
に
勞
働
す
る
成
年
奶 

子
に
ヰ
*
7H
せ

ら

る

。

更

に

最

後

.に

菩

人

は

一

九

〇
九 

年
の
職
業
局
法
に
依6
國
家
が
特
定
工
業
に
就
き*
主

，
 

の
最
低
«
銀
额
の
支
泖
を
强
制
し
つ
ゝ
あ
る
を
見
る。

ノ
 

之
れ
_
生
の
最
低
限
"
勞
働
時
間
の
最
提
限
を
强
制
す 

る
と
同
じ
旅
則
に
依
り
阚
家
が
生
活
の
國
民
的
最
小
限 

を
保
隙
し
つ
、
あ
る
を®
味
す
る
な
り
。

:
小
兒
及
び
病
潘
老
年
渚
の
扶
助
の
爲
に
は
十
六
世
紀

\ 

以
來
の
救
贫
法
あ
6
、
窮
貧
潘
を
し
て
纔
か
に
饿
死
を

\ 

免
れ
し
め
し
が
、
十
九
世
紀
後
半
に
入
る
に
及
救
贫
法

\

 

が
取
扱
ひ
來
れ
る
小
兒
叛
病
潘
老
年
者
の
各
々
.に
對
し 

別

に

之

を

救

濟

す

る

新

し

き

機

關

發

達

し

救

贫

，法

其

潘 

は
太
し
く

其
價
値
を
失
.ふ
に
至
れ
り
。
即
ち
小
兒
に
對 

し
て
は
敎
w

il
r
員
あ
6
,て
獅
b
兜
‘：：mi
の
敎
宵
を
掌
る
の
•
 

み
な
ら
す
、
必
製
あ
る
場
合
に
は
锊
療
を
施
し
食
飢
を

給
與
す
。
瘐
病
潘
に
對
し
て
は
衛
生
斑
員
あ-
^
組
織 

最
も
善
く
整
へ
る
都
市
に
於
て
ば
檄
務
官
ば
進
ん
で
瘐 

病
溝
を
搜
索
せ
し
め
、
必
要
な
る
髒
療
を
受
く
る
こ
と 

を
促
せ
る
の
事
實
あ
又
老
年
者
に
對
し
て
は

1
九 

◦
九
年
以
.來
法
律
に
依
る
養
老
年
金
の
支
給あ.

り
、 

地

方

年

金

斑

員

は

.年

收

三

十

 

一•破
十
志
を
超
へ
ざ
る
七 

十
歲
以
上
の
老
人
七
十
萬
人
に
對
し
て
年
金
を
交
»
し 

，
つ

、
あ

ぅ

。

又

身

體

健

全

な

る

も

職

業

な

き

爲

め

窮

逍 

に
：陷
れ
る
^
女
声
對
し
て
は
地
方
窮
迫
抉
助
委
員
あ 

b
、

一
 

九
〇
五
部
の
失
職
勢
働
者
法
に
基
づ
き
救
贫
法 

に
依
る
ょ
6
も
適
當
な
る
方
法
に
於
て
救
助
を
與
ふ
。

市
.營
事
業
ミ
消
#
組
合
、H

場
■法
と
職
.

H

組
合
の
如 

<
、
救
貧
制
度
ミ
相
逾
.ん
で
發
達
し
た
る
も
の
を
任
意 

共
濟
組
合
と
す
。
共
濟»'
<
|の

目

的

ビ

す

る

處

は

.組

合 

員
の
醵
金
に
侬
ら
、.保
險
：の
原
則
江
基
き
.て
紙
合
員
の 

疾

病

又
I s

»
4
Jに
際
しV

給
與
を
な
す
に
あ
り
。
從
來 

の
經
驗
.に
徵
す
れ
ば
、
疾
病
、
死
亡
又
は
癒
瘐
の
«
»
に

關
：す
る
_
濟

組

合

め

戚

績

啟

著

し

、
き

.も
の
あ
れ
ど
も
、 

笫
十一

卷

Q
一
九 
一V

雜
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.

英
_
社
嘉
軸
史
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就
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軍
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卷

§
九
5

錄
英
國
社
會
述
動
，史I:
就
ズ

第

暴

：

七四
':

養
老
年
金
.の
支
給
施
に
組
合
.員
失
職
時
の
救
濟
ば
資
ガ.
 

不
充
分
に
1.
て
其
能
ぐ
甘
ざ
る
所
な
る
が
如
し
。
職 

H

組
合
中
に
は
任
意
失
職«
險
を
實
行
せ
る
も
の
あ̂CV 

ぐし雖
も
猶
か
に 

一

働

者

間
K

行
は
る
ゝ
の
み
。
十 

九
世
a
末
葉
獨
乙
帝
國
政
府
が
創
設
し
た
る
大
规
榄
な 

る
强
制
的
叛
病
、
炎
寒
、
病
癒
並
に
藜
老
保
險
制
度
は 

i

新
時
期
を
劃
す
る
も
のV」
云
ふ
辦
を
得
可
し
。
綢
乙 

の
.例
は
佛
丽
西
ヽ
瑞
西”
白

^

義

ヽ

諾

威

等

に

依

て

模 

倣
せ
ら
れ
た
れ
ど
も
、
英
國
に
於
て
は

一

方
に
任
意
共 

濟
組
合
の
發
達
あ
り
、
他
方
に
前
述
の
如
き
贫
窮
者
救 

濟
の
制
度
備
は
れ
る
が
爲
め
强
制
的
保
險
の
採
用
は
久 

し
く
妨
げ
ら
れ
た
り
。
たV
養
老
保
險
に
於
て
は
英
國 

政
府
は
獨
乙
帝
國
ょ
り
も3 1

に
一
步
を
進
め
全
く
被
保 

險
者
の
醵
金
を
要
せ
ざ
る
年
金
制
度
を
實
施
せ
ぅ
。
失 

職
保
險
に
就
て
特
にKB
す
胃
き
は
所
pi
ガ
ン
式
保
險
補 

助
の
制
度
是
な
&
。
即
ち
千
九
西
1
年
&
耳
義
ガ
ン
市 

に
始
ま
b

#
il
西
、
瑞
西
、
r

y
サ

.

.
ス

、
諮
威
、
丁
妹 

の
諸
市
に
於
て
行
は
る
、
所
に
し
て
、
職
工
組
合
又
は

其
他
の
湖
體
に
し
て
任
意
失
職
保
險
を
行
ふ
も
の
に
對 

し
公
共
圈
體
が
4]
|
)助
金
，を
_.下

附

し

て

：之

を

獎
»
す
る
の
.
 

制
度
な
ぅ(

註
臼
、
千
九
西
十
ー
一
年
英
國
は
國
民
保
險
法 

を

制

定

し

て

强

制

的

換

病

保

險

並

：に

七

稱

.の

.
エ

業

に

對
 

し
て
强
嫺
的
失
職
保
險
を
實
行
じ
併
せ
て
韵
餘
の
エ
業 

に
對
し
て
ガ
ン
'式
制
度
を
實
施
し
つ
 

>
あ
れ
ざ
も
、H 

ッ
ブ
の
記
述
は
：千
九
百
九
年
を
以
て
打
ち
切
ら
れ
あ
る 

を
以
て
之
に
及
ば
す。)

以
上
述
ぶ
る
が
如
く
各
秫
の
方
前
に
於
て
、
國
家
公 

共
闺
體
又
は
任
意
紕
合
は
そ
れ
ぐ
其
方
而
に
於
て
從 

來
私
人
の
手
に
委
せ
ら
れ
た
る
職
分
を
奪
ひ
其
自ri
3
行 

働
の
齙
圍
を
限
周
し
來
れ
ぅ
。
而
し
て
是
.れ
デ
モ
ク
ラ 

シ

ー

當

然

：の
：結

f

ぅ

。

資

本

家

.又

は

上

ホ

流

人

士

の 

大
多
數
は
之
を
以
て
個
人
自
由
の
侵
害
と
爲
す
可
し
と 

離
も
.民
衆
に
取
，P
て
は
之
れ
.却
て
個
人
自
W
.の
猜
極
的 

發
M
な
り
。
產
業
单
命
を.豫
見
：せ
ざ
A
し
^
ソ
ォ
、
フ 

ラ
ン
■ク
リ
ン
、
ジ
エ
フ
ァ
ソ
ン

.等

は

：恐

：ら

く

民

主

々

義 

の
此
新
發
興
を
想
像
す
る
こ
マ

j

能
は
ざ
ぅ
し
な
ら
ん
。

顆̂ ?3̂ ^ 1? ^ ^ ? ^ 斯” 抑货一̂^ p* —
fd   ̂ •

代
議
自
治
の
原
則
を
獨
り
純
袱
れ
る
政
治
上
の
關
係 

.に

.の
み
限
る
事
な
く
、
廣
く
經
濟
上
社
會
上
め
關
係 

に
適
用
せ
ん
S
す
る
、
是
れ
實
に
今
日
の
風
潮
な

以
上
佘
は
過
去
七
十
五
年
問
に
於
け
る
諸
秫
の
社
會
一 

運
泐
の
發
胜
，を
叙
し/2
り
、
兹
に
至
ぅ
て
次
に
社
會
主.
 

義
其
*
に
就
て
語
る
は
當
然
の
順
序
な
る
可
し
。
社
會 

主
義
の
中
心
思
想
は
何
^
。
無
制
限
な
る
土
地
資
本
の 

私
有
の
結
采
と
し
て
個
人
が
他
人
の
生
活
を
支
配
す
る 

の
狀
態
を
廢
止
し
、
之
れ
に
代
ふ
る
に
民
主
々
義
を
基 

礎
と
し
て
社
會
全
體
の
共
同
自
治
を
實
現
せ
ん
と
す
る

j 

事
是
な
0
。
而
し
て
今
H
社
會
主
義
の
勢
力
と
其̂

遍
.

\ 

と

は

何
人
も
^

ふ
可
ら
す
。
社
會
主
義
思
想
の
淵
源
は

\ 

之
を
一
方
に
於
て
は
ル
ソ
ー
他
方
に
於
て
は
サ
ン‘

V

モ 

ン
に
尋
ぬ
可
き
か
。
然
れ
ど
も
社
會
主
義
な
る
名
稱
が 

用

ひ

ら

る

、
に

至

ぅ

し

は

一

八

三

一

.
_
1
年

以

後

の

寧

に

.爲 

し
、Robert 

O
w
e
n

 

(

I7
7
I
-cs
5

s)

>
cr
*
p
,
3
n
o
m
b
e
.

 

(I7S5

丨5
3
7
)
9
a
r
i
e
s

 

Fourier(I772II837) 

£

c
a
s
t

 

( 
H

s
co—

JOO
.ON)

等
の
共
康
社
會
建
設
の
誠
み
、 

又
は 

Louis 

H
a
n
c

(

T
3̂

l
GO
2)

又
は Ferdinand 

Lassaiie 
(

1
00
2

:1
6

4

)

及
•び
.1
八
四
八
年
の
英
國
基
督
敎
社
會
主 

義
潘
の
主
張
せ
る
生
產
組
合
の
企
劃
に
對
し

V

適
用
甘 

ら
る 

>

*̂i
*
-
i
-
rh
と
し
^

>
9
 

政
治
上
の
近
世
社
曾
主
義
連
励
ば
一
八
四
八
年
力
ァ 

ぐ

マ
^
ク
スC

一
 

八

1

八
丨
八
三
0
が

「

典
產
黨
宣
言」 

に
於
て
全
世
界
の
勞
働
考
ょ
、
團
結
せ
ょ
と
呼
び
た
る 

時
を
以v

始
ま
る
、
此
時
以
來
社
會
主
義
は
常
に
民
主 

.的
政
治
.の
基
.礎
の
上
に
現
在
.の
產
業
組
織
蔽
會
組
織
の 

改
造
を
主
張
しV

變
は
る
乙
と
な
し
。
今
菩
人
は
一
八

0
八

年

以

後

の

文

明

諸

瓚

識

織
1

烫

繼

又
マ
ガ
ク
ス
が
创
設
し
た
る
馮
國
勞
働
翁
聯
合
の
終
始 

.

.に
就
てI

I

る
遑
：を
有
せ
ず
。

.

社

會

主

義

運'®
:
の

發

達

の 

上
ょ
5
見
1:
之
.ょ
0
も
海
か
に
重
要
の
意
義
を
有
す
る 

は
マ
火
ク
ス
の

「

資
本
論

」
U

八
六
七
年)

$

f

 

资
本
論
の
i愤
儆
は
該
博
粘
密
な
る
靑«■
の
涉
獵
に
迆

け
る
，其
.の
.英
國
產
業
«

^

の̂

記

述

紀

：ぁ
6
。

マ
ゲ
タ 

第

十

一

盤

(

三
九
三

〕

雜

錄

興
1̂
社
食
述
勋
见11就

^

第

三

號

七

五



苹

5
 

(

三
九
四)

雜

錄

、

英

_
社
會
運
動
史

1W
就
て

ス
が
ー
方
に
於
て
は
リ
カ
ダ
ド
ォ
他
方
に
於
て
は
ト
ォ 

マ
ス
ホ
ジ
ス
キ
ン
よ
り
得
た
る

■僧
倣
學
說——

急
激
な

る
-宵
の
播
加
と
相
並
ん
で
勞
働
者
は
搞
か
&
生
存
必
耍 

额
を
赁
銀
ビ
し
て
受
け
つ
、
あ
る
の
矛
盾
を
說
：明
#

る 

も
の
と
し
て
人
に
多
大f
e印
象
を
與
へ
た
る
價
値
學
說 

——

に
就
て
は
今
=
其
形
式
に
拘
泥
す
る
を
要
せ
ず、

\ 

形
式
上
よ
5
見
れ
ば
誤
謬
あ
り
と
雖
も
、
職
工
組
合
並

| 

に
エ
場
法
な
き
場
合
の
近
世
賃
鈒
制
度
幻
說
明
し
た
る

\

 

も
の
と
し
て
實
質
上
此
說
は
眞
理
な
り
。
而
し
て
此.說

\

 

は
フ
リ
ィ
、ド
リ
ヒi

ン
ゲ
ル
ス(
一
八
ー
ー0—

九
五)

j

-

の
夫
れvj

相
俟
ち
て
職
工
a
合
、
工
場
法
、
.國

民

的

最
ノ
 

小
限
の
思
想
を
«
ゑ
せ
し
む
る
土
に
多
大
の
貢
献
を
な

\

 

し

た

.然

れ

ど

も

一

八

八

一

年

を

以

て

^
ま
る

^
|1
1

\

 

社
會
主
義
運
動
に
思
想
上
よ&
大
な
る
影
響
を
與
ベft)

る

も

の

は

別

に

あ

；
^
、

同

じ

く

リ

カ

ル

ド

ォ

の

地

代

法 

則
是
な
り
。
此
法
則
の
作
用
あ
る
が
爲
め
.に
现
に
耕
作 

せ
ら
る
最
劣
等
地
以
外
の
土
地
よ
り
生
す
る
凡
ベ
て
の 

利
益
は
悉

く

地
主
の
'!1
斷
す
る
所
ビ
な
るV」

の
說
は
へ

■
1

號 

七
六

ン
リ
ィ*

ジ
ヨ
オ
ジ(

一

八
三
九
I
九
七
年)

の
*
辯
に 

依
て
®:
傅
：せ
ら
れ
S .

一
 

.社
會
主
義
随
體
の
設
立
を
促
：が 

す
結
果
を
見
/2
&
。

社
會
主
義
'の

綱

領

は

之

を

立

法

上

並

^

行

政

上

の

用 

語
に
引
&
直
ほ
せ
«'
太
略
次
：の
四
.ヶ
條
R

»
す
る
：乙
と 

を
得
可
し
。

(一
)

鹿
業
資
本
の
公
有
公
營(

la
有
市
宿)

のif

圍 

を
獷
張
す
る
こ
と 

• 

(

ニ)

私
有
江
委
せ
ら
る
>
土
，地

資

本

の

經

營

に

對 

し
て
逐
次
社
食
の
殷
督
の
賴
度
を
進
む
る
Z

ビ

(

三)

前
ニ
倐
を
實
行
す
る
上
に
必
要
な
る
费
用
を 

支
辨
す
る
爲
め
國
家
は
資
本
私
有
の
.結
果
た
る
所

.

得
の
不
平
等
を
多
少
矯
正
す
る
が
如
き
方
法
に
於 

て
.課

：稅

を

行

ふ

事

。

殊

に

.#
勸

勞

所

得

た
る

.

地
代 

及
び
利
子
に
對
す
る
資
擔
を
漸
次̂
加
重
す
る
Z
 

と

(

四)
自
ら
扶
助
す
る
こ
ビ
能
は
ざ
る
も
のy爲
め 

公
共
圈
體
が
其
時
其
國
ヒ
於
て
國
民
：的
最
小
限
ミ

認
む
る
程
度
の
生
活
を
保
障
す
る
こ
と 

社
曾
主
義
の
主
張
ず
る
所
は
此
四
ヶ
修
を
出
で
す
。、 

然
ら
ば
則
ち
所
謂
社
會
主

f

一
の
進
步
ボ
，"力
ン
三
ン
ダ
、、

ビ
ィ
ル
、
ベ
ン
タ
ム
ヽ
グ
ラ
ッ
ド

ス
ト
オ

ン
の
主
義
の

經
驗
的
發
展
に
過
ぎ
：すVJ

云
ふ
も
本
可
な
か
ら
ん。
If 

し
て
最
®.
I
Hナ
年
間
re
於
い
：て
立
；法
、
並
に
政
治
上 

經
濟
上
の
議
論
は
多
く
右
述
の
方
向
に
傾
き
つ
、
あ
る 

事
疑
な
し
と
雖
も
、
さ
て
如
何
な
る
殺
度
ま
で
世
界
は 

此
の
方
向
に
向
つ
て
進
行
す
可
き
や
に
就
て
は
人
の
見 

る
所
同
じ
か
ら
ず
、
且
つ
又
ニ
般
思
想
の
變
遒
が
如
何 

な
る
程
度
ま
で
社
#
主
_
瑪

の

努

カ

.の

結

果

に

し

て

又 

如
何
な
る
程
度
ま
で
其
原
因
たb
.や
は
遽
か
に
決
し
雛 

&
關
題
な
り
。
今
此
思
想
の
變
遞
は
原
子
的
社
會
觀
廢
；
 

れ
て
有
機
的
社
會
®
之
，.に
代
れ
6
の

一

言

を

以

て

#
ぐ
 

す

こVJ.

を

得

可

し

。

七

十

五
#
前
流
行
の
社
曾
®
學
は 

自
ff
l
放
任
，主
義
な
り
き
。
即
ち
社
會
は
個
人
に
干
涉
を 

加

へ

.，
ず

、
補

人

：
の

爲

队

に

何

等

，
の
：
責

任

.を

負ふ
？！

な

し

。 

向
山
競
锻
を
放
任
す
れ
ば
人|!
|
]麻
大
の
幸
福
ミ
人
|:
|
]!® 力

の
最
大
發
祖
ば
其
必
然
の
結
果
と
し
て
辦
ら
ざ
る
可 

し
。
社
#
は
相
鬪
ふ
原
子
の
集
團
に
過
ぎ
ず
、
而
し
て 

是
等
原
子
の
栩
_
闘
す
る
R -
委
す
時
は
期
せ
ず
し
て
最 

良
の
社
會
狀
態
は
實
現
せ
ら
る
可
し
。
是
れ
實
に
當 

時
行
は
れ
た
る
社
會
觀
な.り
。
而
し
て
社
會
の
單
位
と 

し
て
認
め
ら
れ
た
る
も
の
は
家
族
、
即
ち
圬
主/2
る
历 

子
に
し
て
妻
並
に
子
は
獨
立
の
權
利
と
利
害
ビ?r
E
め 

ら
.れ
ざ
る
不
完
全
の
人
格
な
り
き
。
然
る
に
今W
菩
人 

の
蔽
會
*
^
:全
ぐ
.異
な
れ
.
6。
吾
人
は
最
早
■
人
ビ
個 

人V
J

の
鐵
國
が
必
然
的
，に
公
共
の
爲
め
に
善
を
章
ら 

す
と
信
蜂
^
。
而
し
、て.同
時
re
家
族
は
社
會
の
m
位
た 

ら
す
し
て
個
人
之
.に
代
れ
b
o
/即

ち

新

‘社

會

觀

は

常

然 

婦
人
の
解
放
並
に
小
兒
の
淡
律
上
の
地
位
上
進
と
相# 

ふ
事
を
知
6;
w
し
.。"
.家

族

の

崩

解

..は

社

會

組

織

の

弛

緩 

を
來
さ
ず
し
て
却
'て
緊
密
な
る
_
家
的
結
合
に
導
|
た 

P

O

社

會

は

共

同

の

因

的

を

有

し

、

之
.
を

共

同

の

組

織 

に
依
：て
追
漱
せ
ざ
；る
可
ら
ざ.る
.
_を
識
認
す
。
吾
人
は 

必
し
も
.個
人
の
利
害
ビ
一
致
せ
ざ
る
社
會
そ
の
漭
の
利

第
十
s

Q

1
九
.五)

雜錄英陶社锊

M
泐
史
ド
就
て

f;
-H
號
..



第

十
.怨

(

三
九
六

)

.雜
錄
英
阈
社
#
運
動
史
に
就
て

«
別
ぶ
#
.す
る
こ
と
を
知
.る
。
各
個
人
を
自
tt
l
に
行
動 

せ

し

む

る

事

に

侬

.て

必

然

的

に

社

會

の

共

同

自

的

比

到 

達

：し#
可

しVJ

は
信
ず
る
能
は
ぎ
る
所
なb
。
共
同
の 

目
的
は
社
會
そ
;0
*
が
組
織
的
に
之
に
向
て
努
カ
す
る 

こ
i

依
0
での

：：
み

到

達

ず

る
*
を
得
可
し
。
文
明
生 

活
の
或
最
小
限
度
の
保
障
は
社
龠
共
同
の
責
任
な4
。

而
し
て
國
家
又
は
公
共
圈
體
に
依
る
此
責
任
の
負
擔
ば 

決
し
て
勸
勉
な
る
«
人
と
«>
«
な
る
個
人
ミ
の
、差
別
を 

消
滅
せ
し
む
る
も
の
に
あ
ら
ず
。
唯
前
ょ
り
も
高S
水 

準
上
に
於
て
之
を
#
續
せ
し
む

る

の

み

。.
又
吾
人
は
㈱ 

に
國
家
の
T-
涉
と
相
並
ん
.で
常
に
饪
®

■
合
の
«

■
せ 

る
實
例
を
市
營
事
敷vj

消
费
組
合
、
エ
場
法
ビ
職±
«

合
、
救
貧
法
と
共
濟
組
合
の
場
合
に
於
て
見
ぬ
ぅ
。
國
家 

の
積
極
的
射
動
は
決
し
て
之
が
補
充
と
し

V

又
補
助
ビ 

し
，て
任
.意
組
合
の
發
逄
す
る
を
妨
ぐ
る
も
の
忙
非
ず
。 

而
し
て
.ニ
十
世
紀
の
國
家
は
國
说
£
對
し
て
大
な
る
義 

務
を
負
擔
す
る
.ビ
同
時
.に
.祉
會
は
個
人
に
對
し
ー
て
舊
時 

の
人
の
知
ら
ざ
る
新
し
き
義
務
を
課
レ
つ.、
あ

り

。

今

七
八
；

.■

や
市
民
は
其
家
放
の
健
康
を
維#
す
る
の
義
務
あ
6
、 

子
女
を
定
刻
に
，登
校
せ
し
む
る
の
義
務
あ&
、
住
^
の 

淸
潔
を
.保
：つ
義
務
あ
，り
、
疾
病
時
に
際
し
：て
は
病
院
に 

就
令
^
醫
療
を
受
く
る
..の
義
務
あ
b
。
有
ゆ
る
方
商
に 

於
て
個
人
は
凡
頁
の
新1>
き
義
務
.に
.逄
着
し
、
而
し
て 

祉
會
は
宵
般
の
施
課
に
«
て*

8
の
履
行
を
可
能
な 

ら
し
め
且
つ
之
を
强.要
ず
o
而
bV

.

此

.義

務

の

瓞

擔

は 

結
來
に
.於
て
個
人
の
能
カ
を
高
め_
人

發

展

：.の

機

會

を 

次

な

ら

し

：む

。
.
.
一

言

忆

し

て

云

.へ

ば

過

去

七

十

五

年

間 

集
產
主
義
を
成
長
せ
し
む
る‘

> 

5」

は
依
て
法
，#
は
實
に 

自
_
の

取

な

：り

き

。
.

(

.完)

'

亨f卿歌: 取蹲; …供，一
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< ■ ， '

獨
逸
爲
替
相
場
低
落
の
原
因

(

下)

.

小
林
武
男

. 

.'•
;
•
' 

. 

'

一
、
獨
逸：

-L

は

姐

貨

膨M

の
^

め̂
リ
や
：
：
：
其
疑
か
蓓 

す
ベ
さ
理
出.
 

•

ニ
、
金
の
移
脑
制
限
さ
れ
た
る
掛
合1:
於
け
る
國
際1|
!
1の
決
濟
： 

，開
戰
當
.
I:
於
け
る
英
米
爲
靜
相
锻
：

•

：
.1

九
一
五
年
に
於 

け
石
挑
米
爲
嵆
相
檄

三
、
樹
逸
爲
赞
相
礙
の.低
蒗
：
：
：
獨
逸
の
米
國1
1對
す
る
支
拂

勘
足

.-

米M

の
獨
逸
I:
對
す
る
支
^
^
^
.
—*獨
逸
の
米
獨

國
際
贷
借
上|:
於
け
"
順
調(

以
上
前
钺〕

四
、
獨
逸
の
其
他
中
立
國

u

對
す
る
闽
際
贷
借
上
の
述
調-
:
:

-

獨
逸
の
對
屮
立
國
決
濟
の
鈕
背
か
介
し
て
行
は
る
邬
は
揭
鬼
相
場
か 

吹
#
乜
リ
.

.
•
ス
ヵ
ソ
チ
ナ
'ヴ
ィ
.ア
爲
截
相
傲
の
：騰
货
と
典
調
節

。

四 

• 

.
 

獨
逸
の
米
國
ビ
の
貨
借
關
係
が
獨
逸
に
有
刺
な
る
狀 

態
に
在
る
こ
e
は
前
節
に
*
說
せ
る
所
の
如
く
な
る 

が
、
北
隣
接
中
立
«.
ビ
の
關
係
に
於
て
和®
、
丁
抹
"

な
瑞
W
、
瑞
典
"S

i

威
の
何
れ
の
國
に
對
し
て
國
隙
贷
借

は
獨
逸
：に
逆
調.を
呈
せ
り
。
但
塊
匈
國VJ

.
の
貸
借
關
係 

は
獨
逸
に
有
利
な
る
は
勿
論
な
り
ビ
す
。
獨
逸

VJ

他
中 

立
國V

J

の
賀
易
は
依
然
と
し
て
行
は
れ
、
獨
逸
は
此
等 

の
國
ょ
り
多
額
の
輸
入
を
な
す

VJ

同
時
に
此
等
の
國
じ.
 

對
し
て
も
相
當
の
，輸
出
を
な
す
も
、
觸
逸
轍
入
额
は
其 

輸
出
额
を
超
過
す
.る
こ
と
遙
に
^-
に
、
而
か
も
其
輸
入 

超
過
額
を
獨
逸
人
の
外
國
ヘ
提
供
す
る
勞
務
又
は
有
惯 

證
券
の
寶
却
に
依
つ
て
決
濟
す
る
の
途R .
出
で
ざ
る
な 

b
。
固
ょ
妃
獨
逸
ビ
各
十
立
國
と
の
問
の
質
易
额
が
幾 

|

何
額
に
達
す
る
や
米
國
に
於
て
は
容
爲
に
命
る
を
得 

一
ず
。
蓋
し
中
立
國
に
し
て
も
又
獨
逸
に
し
て
も
典
贸
易 

額
を
被
表
す
る
は
英
國
の
獨
逸
封
錙
を
益
々
嚴ff
i
な
ら 

し
む
る
の
.結
架
を
來
す
を
知
れ
ば
な
り
。
且
英
國
の
檢 

閱
官
は
獨
逸
0
貿
易
於
何
れ
0
國
匕
の
關
係
に
於
て
も 

全
然
杜
絕
S
れ
あ
り
於
の
虛
僞
を
米
國E
を
し
て
信
甘 

し
め
ん
ぐ
し
す
る
に
急
な
る
も
他
方
に
英
國
の
翻
鎖
政
策 

は
殊
ai
に

米
|«
の

刺

益

に

反

し

て

畆

別

的

取

扱

を

な

1

の
«
實

'&
暴
«
ずるを獄せ'
ざ
れ
ば
然
し
實
際

.第

十

一

卷

(

三
九
七

)

雜

錄

‘獨
逸
爲
猜
相
勒
低
落
の
股
問
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